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①第三者評価機関名

②施設・事業所情報

名称：

代表者氏名： 80  (90 ) 名

所在地：

TEL：

　職員数 常勤職員： 16 名 20 名

　専門職員 保育士 35 名 1 名

看護師 0 名 0 名

用務員 0 名 4 名

　施設・設備
　の概要

居室数： 設備等：

③理念・基本方針

栄養士

調理員

非常勤職員：

保育室６室、相談室、
一時保育室兼ホール、
調理室、職員室、園庭、
トイレ２

法人の設立理念「自然から学ぶ」
四季折々に変化する自然環境は、子どもの五感を刺激し、自らが働きかけることで形を変えたり様々
に変化するなど、興味関心を惹きつける魅力があります。しつけや約束などの集団生活に欠かすこと
のできない指導を受けるなど『受動的な活動』と、興味や意欲を持って保育士の援助を得ながらも自
らが感じ、考え、行動する『能動的な活動』を通して、調和のとれた全人教育を志向していくことを
願っています。

保育目標に「やさしく・たくましく・心ゆたかに」の3つを掲げ、設立理念及び保育目標を具現化す
るために、保育方針を「子どもの視点に立つ保育」とし、
子どものありのままを受け入れ（個性の尊重）
育ちを見守り（子ども自身が持つ伸びゆく力を信じる）
子どもと保育士がともに歩み共有し合う園生活（子ども主体の保育）
を大切にしています。

種別：

　経営法人・設置主体（法人名等）：

　開設年月日

ホームページ：

245-0051

http://www.mizunokai.ed.jp/
nase/

園長 狩谷 有香

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町777-14

社会福祉法人　水の会

2012年4月1日

045-812-0455

定員（利用人数）：

第三者評価結果報告書

株式会社　学研データサービス

テラス、エレベーター、
プール

保育補助

【施設・事業所の概要】

名瀬いちい保育園 認可保育園
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④施設・事業所の特徴的な取組

⑤第三者評価の受審状況

2 回 （ 2019 年度）

⑥総評

◇特長や今後期待される点

◆職員は園務に主体的に取り組むなど、組織の活性化が図られています
　当園では、組織運営の円滑化や保育の質の向上を図るため、各部（部門）を設置しています。「保健部」は
主に園児の健康管理など、「教務部」は指導計画の管理など、「研究部」は園内研究の企画推進など、「生活
部」は生活指導など、「地域連携」は地域との連携など、それぞれ園務の役割を担い、職員はいずれかの部門
に所属しています。運営計画には、それぞれの部門の業務分担とともに、「業務実施計画」を示し、年間を通
じて園務の計画的な実施に取り組んでいます。年度末には「運営計画会議」を開催し、当該年度で抽出した課
題の解決策を計画に反映しています。職員は主体的に園務に取り組み、組織の活性化を図ることができていま
す。

　当園はJR横須賀線東戸塚駅から緑園都市行きのバスに乗車し約6分、そこから徒歩3分ほどの住宅
地の中にあります。園舎は、2階建てになっており、子どもたちは広々とした開放的な雰囲気の中で
のびのびと過ごしています。法人の設立理念は「自然から学ぶ」です。自然豊かな園周辺の散歩や園
庭での活動を通して子どもたちは興味関心を広げ、「受動的な活動」と「能動的な活動」の調和をと
りながら、職員は工夫した保育を行っています。昆虫の飼育や草花の栽培の観察ができるように図鑑
を使用したり、園庭の「名瀬いちい農場」では、子どもたちがさまざまな野菜を栽培したりしていま
す。5歳児は毎年米づくりにチャレンジしています。収穫した稲は精米し、米をとぎ炊飯するほか、
カレー作りにもチャレンジし、自分たちで作った米といっしょに食べる機会を持ちました。地域との
交流については、「地域の人たちとのつながりを大切に」をモットーに、多様な社会体験の機会をつ
くっています。現在はコロナ禍のため実施を見合わせていることもありますが、例年は保育園の目の
前にある小学校との交流はもちろんのこと、幼稚園や中学校、高齢者施設や消防署訪問など、地域の
さまざまな施設との交流を、年間を通じて行っています。人とのつながりを大切にしながら、子ども
たちは人への愛情や信頼感、人への思いやりなどをはぐくんでいます。

　法人の理念は「自然から学ぶ」、保育方針は「子どもの視点に立つ保育」とし、乳児期から自然に触れ四季
折々に見せる繊細な変化から培われる感性を大切にしています。このような考えのもと、一人ひとりの子ども
に寄り添う保育が提供されています。名瀬いちい農場では、さまざまな野菜を栽培し、バケツで米づくりも体
験しています。運動会や七夕お楽しみ会などの行事は、子どもたちが大好きな話の世界に入り込み、自分が主
人公になって冒険したり、話の世界の中の主人公に会いに行ったりしながら遊びます。子どもたちは主体的に
行事に取り組み、クラス全員で力を合わせて一つのものを作り上げていく喜びを感じて成長する機会となって
います。

◆子どもたちはさまざまな体験を通じ、豊かな感性をはぐくんでいます

（契約日）～

2023年3月8日 （評価結果確定日）

　評価実施期間 2022年5月30日

　受審回数（前回の受審時期）
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⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

⑧第三者評価結果

　　別紙２のとおり

　令和2年4月、旧園舎から新園舎になり、0歳児保育が始まるとともに、園舎が2階建てになるなど
環境が大きく変わりました。また、コロナ禍で、日々の保育も制限せざるを得なかったり、行事の規
模の縮小や中止などもあったりする中での第三者評価受審でしたが、職員一人ひとりが自分の保育や
園運営を見直すより良い機会になりました。
　少しずつコロナ禍前のような園生活が送れるようになり、保護者の方々からいただいた意見もこれ
からの園運営に生かし、子ども達や保護者の方々にとってより魅力的な保育を提供していきたいと
思っています。
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第三者評価結果　
事業所名：名瀬いちい保育園

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

a

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

a

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

a

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１） 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

a

＜コメント＞

【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

a

＜コメント＞

　法人設立の理念「自然から学ぶ」のもと、「やさしく・たくましく・心ゆたかに」の３つの保育目標を掲げています。ホームペー
ジ、パンフレットに示し、広く周知に努めています。運営計画には保育目標の実現に向けた運営方針を示し、保育計画に反映して実践
に取り組んでいます。さらに職員研修会や自己評価を通じて、理念・目標をどう実践に生かしているか振り返っています。また、入園
説明会では「入園のしおり」により、理念・目標と保育内容の関係を説明しています。さらに年間を通して園だより、行事のあいさつ
などを通じて説明し、当園の保育に対する理解を深めてもらうよう努めています。

　日本保育協会など全国レベルの事業者団体の広報誌、提供資料などを通じ、国の保育政策に係る情報収集を行っています。また、戸
塚区の私立園長会に出席し、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」をはじめ、横浜市の政策動向に関する情報提供を受け、職員と情
報共有に努めています。さらに同計画に示す地域別のニーズ推計値と実際のニーズのデータなどを参考にしながら、経営課題の抽出を
行い、解決策を次年度の運営計画に反映しています。法人本部の担当職員の助言を受けながら、当園のコスト分析などを行い、将来に
わたる安定した経営を目ざして運営に取り組んでいます。

　単年度の運営計画（事業計画）では、法人の中長期計画と一体的に作成しています。計画は前年度の反省評価を踏まえて課題を抽出
し、その解決策を反映しています。計画では3つの運営方針を示し、この実現に向けた具体策を明らかにしています。園の運営は園
長・主任などの階層別と、職員で構成する部門別（保育や看護など）によって園の業務を分担しています。それぞれ業務分担を明らか
にしたうえで、「業務実施計画」を示しています。職員はいずれかの部門に所属し、テーマに応じて業務実施計画に取り組むなど、主
体的に運営に参加しています。当園では中長期計画、運営計画、業務実施計画の着実な実施を通じて、保育の質の向上に取り組んでい
ます。

　法人では国の政策の方向性や、園長会からの提案を勘案しながら「中長期経営計画」を作成しています。令和3年度から令和8年度ま
での長期間の目標、具体策を明らかにし、法人設立の理念の実現に取り組んでいます。計画は理念、方針を示すとともに、推進体制と
してグループ1を理事会・評議員会・本部、グループ2を児童福祉部会（保育園）、グループ3を高齢者福祉部会など、位置づけを明確
にしています。児童福祉部会の内容では冒頭に方針を示し、検証可能な具体的内容が明らかにされています。計画の見直しの手順は、
園長会の協議を通じて見直し案を理事会に提案し、理事長決裁で修正を行っています。

　当法人は、理事会と現場（保育園等）の連携を大切にしています。理事会は事業計画・予算、事業報告・決算、補正予算を検討する
回も加えて年5回開催し、事業の進捗管理、現場の意見を法人運営に反映するよう取り組んでいます。通常の報告のほか、年に1回、本
部と園長・事務担当者でヒアリングを行い、経営上の課題を共有しています。経費削減が課題にあがった年は、園長が理事会と園のパ
イプ役を担い、例えば職員と協議してペーパータオルを使わず、ハンカチで代替するなど、一人ひとりの職員が課題解決に取り組みま
した。当園では法人本部と連携しながら、法人設立理念を踏まえて運営上の課題解決に取り組んでいます。
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【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

a

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

a

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

a

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

a

＜コメント＞

【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

a

＜コメント＞

　年に1度、保育士の自己評価を行っています。テーマは「教育・保育の基本」「『ねらい』及び『内容』」など4章、147の評価項目
で構成されています。評価基準は4段階で、特筆すべきは過去2年間の評価結果が比較表示されている点です。保育士の自己評価結果を
踏まえて保育所の自己評価を示し、あわせて評価結果を踏まえた総評で今後の取り組みを明らかにしています。結果は保育会議で共有
するとともに、次年度の運営計画作成のための基礎資料として活用し、課題を次期に反映するよう取り組んでいます。さらに保育計画
は運営計画を踏まえて作成するなど、自己評価の結果が保育実践にも反映される仕組みとなっています。

　全体的な計画、年間指導計画は、指導計画会議を通じて作成しています。さらに全職員の保育計画作成への参画が保育全体の底上げ
につながるとの判断から、毎年度、全体的な計画などに意見を書き込めるシートを用意し、非常勤職員の意見も反映するよう取り組ん
でいます。保育の質の向上は指導計画に示す目標・ねらいに照らし、保育実践の評価・反省を行って課題を次期に反映するなど、PDCA
サイクルに沿った取り組みを行っています。さらに年に1回、職員の自己評価を行うとともに、これを踏まえた園の自己評価を公表
し、総評を通じて振り返りを示しています。自己評価推進委員会を設置し、チェックリストの見直しを行っています。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

　運営計画に示される内容は、「入園のしおり」（重要事項説明書）に反映し、入園説明会で保護者に説明しています。また、運営計
画は玄関ホールに常備し、いつでも閲覧できるようにしています。さらに園だより（アプリで配信）、クラスだよりを通じて、園運営
の考え方や行事の取り組みを伝えるほか、運動会やお楽しみ会など、大きな行事では、園長が運営計画をもとに行事の意義を伝えてい
ます。大きな行事の際には保護者アンケートを実施し、自由意見の要望に対しては、園からのお知らせに具体的対応を示すなど、保護
者の行事、運営に関する興味や関心が高まるよう取り組んでいます。

　運営計画は、保育会議、運営計画会議での職員の意見を反映して作成しています。さらに次年度の全体的な計画の作成にあたって
は、職員全員が当年度の計画に意見を記載し、それを集約して全体的な計画、運営計画の見直しの参考資料として役立てています。運
営計画には、計画作成の手順、時期などが示され、職員の間で共有されています。運営計画会議では、11月から翌年3月にかけて見直
し作業を行い、3月に冊子に製本して職員に配付しています。運営計画は作成、実施、振り返り、見直しを行い、PDCAサイクルを通じ
て職員の理解を深めています。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

　当園は全国レベルの事業者団体・日本保育協会に加入しています。そこから提供される広報誌や資料を通じて情報を受け、児童福祉
法をはじめ保育所保育指針など、関係法令・通知・基準の改正事項について把握しています。さらに、法令に関する疑問点が生じた際
には、行政への照会をはじめ、戸塚区の園長会、社会福祉協議会が開催する研修に参加するなど、最新情報を収集して運営に生かして
います。横浜市の環境関係の条例、行政計画を踏まえて、職員とともに廃材利用、節電・節水などに取り組んでいます。園長は、児童
福祉法、社会福祉法、労働基準法などの根拠法、政省令、条例などを遵守し、社会福祉法人の職員、認可保育園の管理者、労務管理の
責任者の立場から保育園の運営に取り組んでいます。

　園長は職員の意見を踏まえて運営計画を作成し、冒頭に3つの運営方針を示し、職員にも共有しています。運営計画には、園長・主
任などのリーダー層の役割、職員で構成する部門別（保育や看護など）によって園務を分担しています。それぞれ業務分担を明らかに
したうえで、「業務実施計画」を示しています。園長は働きやすい職場づくり、課題の解決に向けた方向性を示すなど、リーダーシッ
プを発揮しています。災害マニュアルには、組織図を示して園長をトップに緊急時の指揮命令系統を明確にするとともに、次席の主任
保育士が園長不在時に権限が委譲される仕組みが整っています。
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【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

a

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

a

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コメント＞

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

　園長は職員の就業状況を把握し、一人ひとりが働きやすいように面談などで働きかけ、必要な支援を行っています。コミュニケー
ション（会話、情報共有アプリ）を積極的にとるほか、年3回の面接を通じて個人の意向、心身状態などを把握しています。休養が必
要な職員には有給休暇の取得を勧奨しています。また、法人ではワーク・ライフ・バランスの推進の一環として、夏季休暇制度を設け
るほか、福利厚生センター（ソウェルクラブ）に法人が加入し、職員は健康管理やスポーツ施設、宿泊施設など、割引価格で利用でき
るなど、福利厚生の充実に努めています。さらに退職後の職員の生活安定のために退職共済制度に加入しています。

　法人の中長期計画（児童福祉部会の項目）では、「人材の募集と育成の充実」が示されています。計画では、「求職者のニーズを把
握しながら計画的かつ安定的に人材確保に向けた取り組みを進める」など、方針を示すとともに具体的活動を4点示しています。具体
的には「採用推進委員会」を設置し、各園と協力しながら人材確保に取り組んでいます。さらに「研修推進委員会」を設置し、法人共
通の年間研修計画を作成し、各園と協力しながら、人材育成に取り組んでいます。また、保育の質の向上では、自己評価が大切という
認識のもと、法人に「自己評価推進委員会」を設置し、仕組みや運用の検討を行い、成果を各園と共有しています。

　園長は勤怠管理システムを活用して、職員の就業状況などを把握しています。データをもとに労務管理の分析を行い、運営の基礎資
料として役立てています。園長は年3回の職員との個人面談を通じて、目標管理の支援を行うとともに、就業状況に応じた必要な助
言、指導を行っています。職員が余裕をもって保育に取り組めるよう、配置基準を超える保育士の配置を行うとともに、シフト調整を
行って、週に2時間の事務時間を確保しています。ICT化を進めて業務の省力化と情報共有に取り組み、働きやすい職場づくりに取り組
んでいます。園が取り組むべき課題や課題に対する解決策は、運営計画会議、保育会議を通じて行っています。

　保育の質の実施状況については、保育会議での指導計画の振り返り、保育士・保育所の自己評価、リーダー層による保育観察を通じ
て行っています。指導計画では目標とねらいに照らして保育実践の評価を行い、課題を抽出しています。保育士の自己評価では、過去
2年間のデータと比較しながら振り返りを行い、それを保育所の自己評価としてまとめ、保護者と結果を共有しています。保育観察で
は、園長、主任が各クラスに入って保育内容を観察するとともに、必要な指導・助言を行うなど、OJT研修も実施しています。当園で
はキャリアパスに応じた個人別の研修計画を作成し、園長は職員の目標管理を支援し、必要な研修に職員を派遣しています。

　法人では総合的な人事評価システムを運用し、ステージ表（キャリアパス）を示しています。ステージ表には階層別に期待する職員
像が示されています。ステージ区分は、「初任者・補助」から「統括管理職」まで7区分あり、求められる能力、職務内容、目安（研
修・資格・経験年数）を明示しています。職員はマイステージ表（目標管理のためのシート）により、専門職としての将来像を描きな
がら保育実践、研修を通じて職業能力の開発に努めています。人事評価表には規律性、協調性、責任性、積極性をテーマに5段階で考
課を行っています。考課者と調整者を設けるなど、客観性・公正性を担保しています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。
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【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

a

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

a

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

a

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

a

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

a

＜コメント＞

　期待する職員像はマイステージ表に示され、職員は園が目ざす職員像の実現に向けて研修の受講及び目標管理に取り組んでいます。
「ステージ表」（キャリアパス）には、階層（ステージ）別に推奨研修・資格が明示され、これらを踏まえて必要な研修を受講し、自
らの職業能力の開発に取り組んでいます。法人の研修推進委員会では、法人の研修の評価を行い、次年度の研修計画を作成していま
す。園内には研究部が設置され、園内研究のテーマを設定して研修を行うとともに、職員の園外研修への参加の支援を行っています。
園内研究は実践研究方式で進め、園の保育の質の向上に取り組んでいます。

　マイステージ表には期待する職員像が示され、職員はこれを踏まえて研修に参加し、自己研鑽に取り組んでいます。法人では、キャ
リアパスを視点にした目標管理制度を運用しています。職員は年度初めの4月に、マイステージ表に研修目的、研修目標を設定し、9月
に進捗管理、2月に振り返りを行っています。園長は年3回の面接を通じて職員の職業能力開発、目標管理の支援に取り組んでいます。
マイステージ表は裏面に規律性、協調性、責任性、積極性をステージ別に定義しています。これは人事評価のテーマになっており、5
段階の評価尺度は目標水準として位置付けられ、職員に共有されています。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　園のホームページには、施設概要、1日の流れ、年間行事、ニュース・お知らせなどを示し、法人では理念、沿革、情報公開、採用
サイトを設けています。情報公開では事業報告、資金収支計算書など、情報を公開しています。さらに福祉医療機構による社会福祉法
人の現況報告により、事業報告、予算・決算の情報を開示して透明性の確保に努めています。苦情は内容と具体的対応を年1回公開
し、サービスの質の向上につなげています。ホームページのお知らせでは、地域子育て支援事業の案内を掲載し、募集活動を行うほ
か、見学者に参加を呼びかけています。

　実習生の受け入れは教務部、園長、主任を中心に行っています。採用推進委員会が作成したマニュアルには、将来を担う人材の育成
の社会的責務、実習指導者の人材育成など、受け入れの意義を明確にしています。受け入れ側の職員の研修は、戸塚区の研修への参加
のほか、園内でもマニュアルをテキストとして活用し、指導技術をテーマに行っています。実習生には、事前のオリエンテーションで
留意点を伝え、実習テーマの理解を深められるよう配慮しています。1日が終了したところで担当職員と振り返りの機会を持ち、疑問
を解消するとともに、最終日には総括を行い、実習の成果を確認できるよう支援しています。

　職員は横浜市の「キャリアアップ研修」などを中心に受講し、乳児保育、障がい児保育などの各分野の研修修了情報を「マイステー
ジ表」を通じて把握し、配置、人材育成に活用しています。新人、経験年数の浅い職員（準職員）に対しては、OJT研修が実施できる
配置を行うなど、園全体の保育水準の底上げを図っています。横浜市、戸塚区、事業者団体（日本保育協会など）が提供する研修情報
を職員に提供し、受講を希望する場合はシフト上の配慮をしています。コロナ禍で開催が難しい状況ですが、法人研修では新人・中
堅・主任研修のほか、栄養士会、看護師会を開催し、法人全体の保育水準の向上に取り組んでいます。

　運営計画には、園長、主任などの階層別、部門別に園務分掌が示され、役割、権限と責任、組織図により指揮命令系統が明確になっ
ています。理事会で定めた経理規程にしたがって、法人会計、施設会計を適正に処理するとともに、顧問会計士、税理士が会計状況を
検証して、必要に応じて指導を受けるなど、適正な財務管理が行われています。監事は年度終了後、会計・業務監査を行い、財務・組
織運営の公正性を担保しています。外部専門家との連携では、財務は会計士、税理士、労務管理は社会保険労務士の支援・助言を受け
ています。また、横浜市の指導・監査を受け、公正な事業運営に取り組んでいます。
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４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

a

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

a

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

a

＜コメント＞

　地域ケアプラザや高齢者施設など、地域住民との交流を運営計画に示していますが、今年度はコロナ禍による行動制限のため自粛し
ています。例年は交流を通じて地域の福祉ニーズの把握を努めていたため、今後、コロナ禍の感染状況を踏まえて再開したいと考えて
います。さらに名瀬地区連合会の会議に積極的に参加し、お互いの活動内容について理解を深めています。また、保育や教育に関して
は、戸塚区の園長会、幼保小連絡会、要保護児童対策協議会に参加し、子どもを取り巻く課題に対して協働し、解決に取り組んでいま
す。各種会合に参加して得た地域のニーズを踏まえ、地域子育て支援事業などの実施内容に反映させています。

　園では、小児科などの医療機関や消防署、警察署、地域の避難場所、戸塚区こども家庭支援課、戸塚区福祉保健センター、横浜市戸
塚地域療育センターなど関係機関のリストを作成しています。資料は回覧するとともに、事務室に常備して職員がいつでも確認できる
ようにしています。戸塚区の園長会、幼保小連携連絡会などの関係機関との各種会議には積極的に参加し、地域の課題解決に向けて協
働しています。また、要保護児童対策協議会（ケース会議）に参加し、虐待予防、防止に向けて、戸塚区こども家庭支援課や横浜市児
童相談所と連携して取り組んでいます。

　「ボランティア受け入れ」マニュアルを整備しています。マニュアルには「施設と地域の交流の充実」などを受け入れの意義と位置
づけ、職員と共有しています。将来保育士を目ざしている学生のボランティアのほか、中学生の職場体験も受け入れています。コロナ
禍のため職場体験は中断していましたが、今年から再開しています。担任の保育士、クラスリーダーが見守るなか、体験者の学生と子
どもたちにとって実りある経験となるよう支援しています。また、事前にオリエンテーションを実施し、体験者の不安などの解消に努
め、体験が楽しい思い出になるよう支援しています。

　運営計画には地域育児支援事業を明記し、選任の職員を配置して積極的に取り組んでいます。子育てに関する情報提供では、「わく
わくなせだより」を月1回発行し、ケアプラザ、地域子育て支援拠点「とっとの芽」など関係者に配付しています。また、町内会館に
おいて「モーモークラブ」を開催し、未就園児の親子を対象に遊びの紹介などを行っています。また、従来は民生委員との連携に取り
組んでいましたが、今後はコロナ禍の状況を踏まえて再開する予定です。地域の催しや自主活動の情報を得たら、保護者に掲示するほ
か、連絡帳アプリを使って情報提供に努めています。当園では地域のニーズに応じた活動に積極的に取り組んでいます。

　毎年、地域育児支援事業の計画を作成し、選任の保育士を配置して事業に取り組んでいます。育児相談では、毎週月曜日から金曜日
まで相談を受け、必要に応じて家庭訪問、関係機関に結び付けるなど相談による援助を行っています。育児講座では食育や手作り玩
具、自然物を使った遊びなど、食事づくりの大切さ、遊びの楽しさを伝えています。交流保育（コロナ禍で一部中止）では、誕生会な
ど園児との交流、七夕の集い、ひなまつり、ランチ交流などを実施し、友だちと遊ぶ楽しさを伝えています。園庭開放、地域ケアプラ
ザの高齢者との世代間交流、小学校での交流などに取り組んでいます。親子が地域の社会資源を利用できるよう、情報提供に努めてい
ます。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。
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Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

a

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

（３）　利用者満足の向上に努めている。

　子どもの満足度については、帰りの会において、その日の遊びや行事などに取り組んだ子どもたちの姿を通じて、保育の専門職の視
点から把握しています。さらに保護者の満足度については、第三者評価や行事などのアンケート、日々の会話を通じて把握するよう努
めています。また、年2回行う個別面談、年1回行うクラス懇談会を通じて園の取り組みを伝えるとともに、保護者のニーズの把握に努
めています。保護者会はコロナ禍のため実施は見合わせており、役員だけが集まっていますが、可能な限り、園長、主任は参加し、保
護者の意見を聞く機会としています。また、保護者アンケートを実施し、結果は園長、主任が分析を行い、職員と課題の共有に努めて
います。

　保育所の変更にあたり、保護者や転園先からの要望があれば、電話等で対応するほか、転園先に園での子どもの状況や様子を記載し
た文書を渡すことができる体制があります。また、「いつでも遊びに来てね」の言葉とともに保育終了後も子育てを継続的に支援でき
るように、心配なことがあれば相談に応じることや、主任が窓口になっていつでも相談できることを口頭で伝えています。しかし文書
化はされていません。今後は保育園の利用終了後も継続して相談できることや、担当窓口についての記載がある文書を作成し、保護者
に渡せるようにしていくことが期待されます。

　入園の際には、保護者説明会を行い、保護者には「入園のしおり」「重要事項説明書」に沿って説明し、理念や保育目標、保育内容
について確認し合い、双方が納得したうえで保護者から同意書を得ています。重要事項説明書の大切な部分や質問の多い項目について
は、特にていねいに説明しています。入園のしおりや重要事項説明書は簡潔な文章で記載し、保護者に準備してもらう物品はイラスト
で理解しやすいよう工夫しています。言語の違いなどで説明に配慮が必要な保護者については、園長や主任が対応すること、また、翻
訳ソフトの利用やローマ字やかな表記などを使用することがルール化されています。コロナ禍のため、入園説明会はWeb開催としてい
ます。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

　利用希望者をはじめ、多くの人が園情報を見られるように、法人や園のホームページ、戸塚区のホームぺージで情報を公開していま
す。園のホームページには園の概要や特徴、マップ、園の一日、年間行事、ニュースとして園の行事や地域支援について掲載されてい
ます。園を紹介するパンフレットは、絵やイラストを多用して、説明もわかりやすいように工夫し、理解しやすい内容になっていま
す。特に法人の理念や園の保育目標などは、わかりやすく記載されています。また、園の見学希望者には個別に対応し、子どもの活動
の様子が見やすい時間帯として10時ごろの見学を勧めていますが、見学希望者の予定を優先し、土曜日の見学にも対応しています。な
お、ホームページやパンフレットについては毎年見直しをしています。

　職員を採用した際の新規採用研修では、カリキュラムの中に人権擁護やプライバシー保護などの科目を設け、法人の階層別の現任研
修、園内研修を通じて、子どものプライバシー保護について学び、実践しています。夏のプール保育のシャワーでは、すだれを使うな
ど、外からの視線をさえぎっています。おむつ替えや着替えなど、羞恥心への配慮が必要な場面では、場所を変えたり、衝立をたてた
りする工夫をしています。保育や子どもの様子は、毎日写真とともに「今日の活動」を連絡帳アプリを使って保護者に配信していま
す。これらの活動では、水着や裸の写真などを掲載しないなど、プライバシーに配慮する園側のルールを保護者に伝えて、了解を得て
います。

　全体的な計画には保育方針で子ども主体の保育を示し、年間指導計画に反映して実践しています。また、職員室には「全国保育士会
倫理綱領」を掲示し、常に専門職の倫理を意識した保育に取り組むよう取り組んでいます。子どもの権利擁護の視点から、横浜市の
「よりよい保育のためのチェックリスト」を使って、日ごろの保育を振り返っています。人権研修に職員が参加し、受講者の報告書を
通じて成果を共有しています。職員は年に1回行う自己評価を通じて、性差による固定的な対応をしないよう、自らの保育を振り返る
ようにしています。子どもの人権、文化の違いなどについては、園だよりで伝えるほか、個人面談などを通じて啓発しています。



7 / 8

【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

＜コメント＞

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

a

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

a

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

b

＜コメント＞

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

　災害時の対応体制は「危機管理マニュアル」「防災計画」に明記されており、年間を通じて行う避難訓練によって緊急時に備えてい
ます。ハザードマップでは土砂災害地区に指定されているため、園内の安全な場所を明確にして、職員の間で共有しています。入園の
しおりには、災害時の避難場所、連絡方法を示すほか、引き取り訓練では園と保護者の連携方法を確認しています。災害時に利用する
ため自家発電機を保有するほか、備蓄品を管理し、防災の日に備蓄品を食べる機会をもっています。危機管理マニュアルを整備してい
ますが、今後は発災から事業再開に向けた事業継続計画（BCP）の作成も検討されると良いでしょう。

　「感染症対応マニュアル」を整備し、感染症対策の実施方法や管理体制を明確にしています。新型コロナウイルス感染症について
は、当該マニュアルを基本としながら、厚生労働省「保育所における感染症ガイドライン」、行政からの通知に基づいて感染症対策に
取り組んでいます。園の生活部を中心に年度初めや流行時期に学習会を開催し、予防の実践に反映しています。園内で2名以上罹患者
が発生した場合、お知らせを通じて注意喚起を実施しています。運営計画の見直しの際、感染症対応マニュアルもあわせて見直しを行
い、実態に応じた手順が実施されるよう徹底しています。

　事故防止安全マニュアルを作成し、緊急事態における責任体制を示しています。入職時に新人研修を通じてマニュアルを共有し、そ
の後、年1回年度末の振り返り、見直しの際に確認しています。職員は日常的に参照し、疑問に思った点を積み上げ、見直しの際の参
考資料としています。ヒヤリハットは付箋を活用するほか、職員の意識づけのためにヒヤリハット週間などを設定しています。ヒヤリ
ハットはクラスごとに集計をとって傾向を分析するとともに、事故事例の検討を行って要因分析を行うなど、事故予防・再発防止に努
めています。遊具や設備、施設のチェック表を使って、環境面からリスクの低減を図っています。

　送迎時、職員は積極的に保護者に話しかけて、子どもの様子を伝え、相談しやすい雰囲気づくりに努めています。園の玄関には意見
箱（アンケートBOX）を設置し、大きな行事では保護者アンケートを行っています。苦情解決マニュアルを整備し、マニュアルに沿っ
て解決に取り組み、毎日行う連絡の会で共有しています。解決に向けて迅速に進めていますが、時間がかかる場合は申し出者にその旨
を伝えて、理解してもらっています。保護者からの意見、要望は保育会議で共有し、改善につなげることで保育の質の向上につなげて
います。苦情解決マニュアルは必要に応じて見直し作業を行っています。

　入園のしおり（重要事項説明書）には、保育相談窓口として、保育相談責任者（園長）、保育相談担当者（主任）、第三者委員2名
（連絡先含む）など、相談体制を示しています。さらに横浜市福祉調整委員会の連絡先も示すなど、複数の相談窓口があることを周知
しています。入園のしおりには、苦情処理規程を掲載し、保護者が苦情解決制度の全体概要を理解してもらうよう努めています。入園
のしおりは玄関に意見箱、掲示の近くに常備し、保護者が必要に応じて参照できるようにしています。保護者から相談を受ける際は、
相談室など、周りを気にしないで話せるスペースを活用し、思いを自由に話せる環境をつくっています。

　苦情相談解決制度は重要事項説明書に明記し、入園の際に保護者に説明しています。苦情受付担当者、苦情解決責任者のほか、第三
者委員2名の氏名、連絡先も明示し、玄関ホールに掲示して周知しています。アンケートBOX（意見箱）を設置し、意見、苦情を申し出
やすいように配慮しています。また、苦情があった場合は、所定の記録用紙に記載して管理しています。申し出は保育会議で検討し、
対応は園長が保護者に伝えています。年1回、苦情のお知らせを作成し、内容や具体的対応を示して保護者と共有しています。苦情内
容は連絡の会、保育会議で共有し、必要に応じて改善に結び付けるなど、保育の質の向上につなげています。
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２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

a

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

a

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

a

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

a

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

b

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞

　運営計画、指導計画については、毎年1、2月に反省・評価を行い、マニュアル部分についてもあわせて行っています。運営計画には
見直しの方法・時期などを示し、これに沿って作業は行われています。見直しは運営計画会議、指導計画会議の場で行っています。年
間を通じて指導計画の実践を振り返り、実際の保育の反省・評価を行うとともに、仕組み上の課題があれば課題を積み上げ、1、2月の
会議で見直しを行います。なお、毎月の保育会議や準職員会議では、軽微な改善はすぐに取り組み、仕組み全体にかかわるものは、運
営計画会議で見直す仕組みとなっています。

　運営計画には「生活部」の項目があり、標準的な保育内容のマニュアルが示されています。生活指導、保健衛生、デイリープログラ
ム、安全指導、行事の実施など、保育実践の細部にわたって手順が示され、保育の標準化を図っています。マニュアルに沿った実践に
取り組んでいるか、園長、主任は保育計画の内容チェック、実践の観察を通じて行い、必要に応じてマニュアルに沿って指導を行って
います。マニュアルの見直しについては、実践を通じて生じた疑問点など積み上げた結果を基礎資料とし、運営計画の見直しとともに
改訂を行っています。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもの記録については、法人の個人情報保護規定により保管などを定め、適切に管理をしています。個人情報に関する書類、写真
等は鍵付き書庫に保管しています。記録管理の責任者は園長です。新入職員には入職時の研修で伝えているほか、毎年保育会議等で読
み合わせをしています。職員には理解が深まるように他園の事例等でより具体的に話をしています。個人情報の取り扱いについては入
園のしおりに記載し、保護者に説明しています。

　園では子どもの発達状況や生活状況などを記録する保育日誌、成長の記録等の法人統一の書式があります。帳票の書き方について
は、「運営計画」に要点がまとめて記載されています。さらに、だれでも客観的な視点で記入できるように、主任や園長が主に指導を
行っています。個別指導計画は、毎月評価反省をして次月に生かしています。子どもに関する記録や情報については、保育会議、準職
員会議やクラス会議で伝え合い、記録に残し情報共有しています。職員の勤務形態は一律ではないので、連絡アプリで会議録などの情
報については共有し、全職員が確認できる仕組みができています。記録の記載についてはまだ個人差があり、今後も継続した研修が望
まれます。

　指導計画の見直しについては、運営計画に記載されており、見直しの時期、会議、参加職員等が明記されています。保育会議や準職
員会議等でクラス担任が見直し、「大きい子担当主任」や「小さい子担当主任」、主任、園長が確認しています。保護者の意向につい
ては、送迎時の会話や連絡帳を通じて把握を行っています。緊急時の計画変更は主任と園長が最終報告し、変更しています。見直した
指導計画は連絡の会、職員会議等の場で職員に周知しています。評価の見直しについては、日案は日ごとに、月案は月末に、年間指導
計画は年度末に行い、課題を把握し、次回の指導計画作成に生かしています。

　指導計画の責任者は園長、主任です。指導計画はクラス内で話し合いを行い、全体的な計画を基に担当職員が作成しています。子ど
もの入園時に、個人面談記録、「入園時の調査表」などにより、家族構成や既往症、緊急連絡先、アレルギーの有無、ふだんの子ども
の呼び名、保護者のニーズなどについて栄養士も含めて適切にアセスメントをして、状況を確認しています。全体的な計画に基づいて
子どものニーズも考慮し、年間指導計画、月案、週日案、個別指導案を各担当保育士が策定しています。指導計画を基に実践している
保育内容については振り返り、反省を行い、次月に生かしています。配慮が必要な子どもの対応については保育会議で検討し、指導計
画に沿った積極的な保育が提供されています。



1 / 4

第三者評価結果　
事業所名：名瀬いちい保育園

Ａ-１　保育内容

Ａ-１-（１）　全体的な計画の作成 第三者評価結果

【Ａ１】
Ａ－1－(１)－①
　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体
的な計画を作成している。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 第三者評価結果

【Ａ２】
Ａ－1－(２)－①
　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。

a

＜コメント＞

【Ａ３】
Ａ－１－(２)－②
　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ４】
Ａ－１－(２)－③
　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整備、援助を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ５】
Ａ－１－(２)－④
　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

a

＜コメント＞

　令和2年4月に完成した園舎は採光が良く明るく、保育室は温湿度計、空気清浄機（オゾンの殺菌装置）を設置しています。職員はエ
アコンを使い、子どもたちが室内で快適に活動できるように配慮しています。保育室では棚を移動したり、パーティション、マットの
設置をすることで、子どもたちの成長や興味に沿った活動がしやすいように工夫しています。寝具は業者が3か月に1回交換していま
す。0歳児と1歳児の保育室には、子どもの活動を考慮して、一人で落ち着きたい子どもにはマットを使ってコーナーを作るなどしてい
ます。0歳児と1歳児の保育室では遊ぶ場所と食事や午睡の場所を分けています。2歳児から5歳児は食事と午睡は同じ室内を使っていま
すが、場所を区切って使用しています。トイレは、一日2回、当番職員が掃除や消毒を行っていて、清潔な環境を保つように努めていま
す。

　全体的な計画は、保育所保育指針にある10の姿を目ざし、さらに児童憲章や児童の権利に関する条約などの趣旨を捉え作成していま
す。また、法人設立の理念「自然から学ぶ」、保育方針「子どもの視点に立つ保育」に基づき、保育目標「やさしく・たくましく・こ
ころゆたかに」を柱として作成しています。ねらい（保育の年間目標）は、養護と教育、食育について項目を設けて年齢別に記載し、
さらに健康支援、子育て支援、地域との交流、小学校との連携なども考慮しています。また保育所の理念、方針を基に児童福祉法、保
育所保育指針、保育マップに基づいて作成しています。全体的な計画は毎年度末に職員会議で内容の確認・検討を行い、振り返りを次
年度の作成に生かし、全職員で作成し、共通理解を持って保育にあたれるように努めています。

　園は保育方針に「子ども主体の保育」を掲げています。子どもの自主性や主体性を保育の中で重要視しており、子ども自身が好きな
玩具や絵本を取り出せるようにしています。日々の活動は子ども主体になるよう、子どもの思いや意見を引き出し反映しています。散
歩では交通ルールを学び、公園では公共の場での遊び方を学んでいます。クラス内でさまざまな素材を用意し、子どもが自由に活動を
選び、楽しめるようにしています。みんなで考え協力して、おみこしを制作したり、鬼ごっこや「転がしドッジボール」等のルールの
ある遊びを楽しんだりする中で、友だちとの関係性がはぐくまれるよう支援しています。園の設立の理念である「自然から学ぶ」に基
づき、散歩や園庭での遊びで子どもがのびのびと体を動かしています。また、図鑑を用意し、昆虫の飼育や草花の栽培で観察ができる
ようしています。現在はコロナ禍で実施できていないこともありますが、地域ケアプラザや小学校との交流、消防署訪問などを計画
し、地域の方と触れ合う中で、さまざまな体験ができるようにしています。

　園の保育方針の一つに「子ども主体の保育」が掲げられています。年齢ごとの年間計画の期案に基本的な生活習慣について記載し、
週案でその内容について記載しています。着替え、片付けなどの基本的習慣については、子どもがどのようにしたら自分でやってみよ
うという気持ちが持てるかを考え、支援をしています。できた時は十分にほめ、自信につながるようにし、子どもができることへの達
成感を感じられるようにしています。また、子どもにわかりやすく説明をする手立ての一つとして、イラストを掲示したり、見える化
を取り入れたりするなどして、子どもが主体的にやってみようという気持ちになるようにしています。手洗いの方法などはクラスやト
イレにイラストを使ってわかりやすく掲示をし、職員が年齢に応じて歌をうたったり、声をかけたりしながらいっしょに行うなどし
て、手洗いの大切さを伝えています。

　子どもの心身の成長や課題については、入園時の家庭との面談や「入園時の調査表」を活用し、生育歴や発達状況を把握し尊重して
います。入園後には発達経過記録、個人指導計画で把握しています。保育士は子どもの話を最後まで聞くようにして気持ちに寄り添
い、穏やかに話すことを心がけています。安心して自分の気持ちを表現することができるよう気持ちを受け止めたり、気持ちの代弁を
したりしています。表現することが難しい子どもには、保育士が気持ちをくみ取って代弁し、理解しようと努めています。保育士は、
うまく自分の気持ちを伝えられない子どもの言葉を代弁し、否定的な言葉は使わず肯定的に言葉を受け止めるなど、子どもとの信頼関
係が育つように努めています。職員は人権擁護のための項目もある自己評価を年1回行う中で、日々の保育を振り返り、言葉遣いや子ど
もへの対応の仕方を確認し、その振り返りを職員間で共有し、話し合いを行うことで、より良いかかわりにつなげています。



2 / 4

【Ａ６】
Ａ－１－(２)－⑤
　乳児保育(０歳児)において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ７】
Ａ－１－(２)－⑥
　３歳未満児(1・2歳児)の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、
保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ８】
Ａ－１－(２)－⑦
　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ９】
Ａ－１－(２)－⑧
　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ10】
Ａ－１－(２)－⑨
それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

　園舎内には段差なく入ることができ、エレベーター、点字ブロック、多目的トイレの設置をし、バリアフリー構造になっています。
配慮の必要な子どもについては、個別指導計画を作成し、計画に基づいて保護者と面談し、課題について共有しています。また、個別
の指導計画で立案したねらいをクラスの月間指導計画や個別配慮に反映させています。職員は障がいに関する研修等を受講し、障がい
のある子どもの理解やかかわり方を学び、報告書で共有しています。保護者と連携を密にし、専門機関「横浜市西部地域療育セン
ター」等の助言を受け保育に取り入れるとともに、職員会議などで情報共有し、子どもとその保護者の気持ちに配慮した対応を心がけ
ています。クラスの一員としていっしょに生活していくことで、お互いを認める気持ちが芽生えるような援助をしています。保護者に
は懇談会や保育参観で知らせるとともに、連絡アプリなどを通してポスターやチラシの配信を行い、適切に情報を伝えています。

　園では保育者が主体になるのではなく、子どもたちが自分でしようとする気持ちを尊重するために、時間に余裕をもってかかわるよ
うにしています。自我の育ち、自己主張を受け止め、一人ひとりに合わせたかかわりをしています。探索活動を通して子どもの興味や
関心を広げ、自発的な動きを見守り、子どもの発見や感じたことを大切にしています。保育士は一人遊びを大事にしながら友だちとの
かかわりを仲立ちをしています。おもちゃなどの貸し借りができるよう保育士が声かけしたり、子どもの気持ちを代弁したりしていま
す。園庭遊びや延長保育の時間では、他クラスとの交流があり、年上の子どもに遊んでもらうことで異年齢のかかわりを楽しみ、優し
くしてもらう喜びや心地良さを感じることができています。また、調理員や掃除担当の職員が子どもに声をかけたり、挨拶をしたりす
る等の交流があます。保護者とは、日々の送迎時や連絡帳（0、1歳児、2歳児クラス）や面談等を通して子どもの様子を共有し、トイ
レットトレーニングや離乳食等についても、保護者の意向を確認しながら進めています。

　一人ひとりの子どもの健康状態や家庭で過ごす時間も含めた1日を見通した保育を行い、落ち着いて過ごせるように配慮しています。
発達に応じて、室内環境を随時見直し、おもちゃや絵本は子どもが自分で自由に遊べる環境になっています。特定の保育士とのかかわ
りを主とし、少人数でゆったりと過ごせる時間や環境を作っています。一人ひとりの欲求や要求に応答的なかかわりを行い、子どもが
安心感や心地よさを感じられるようにしています。スキンシップをとりながら、子どもの表情や発声、喃語、仕草等から喜怒哀楽の感
情を読み取り、思いを代弁し、欲求や気持ちを受け止めて安心して過ごせるようにしています。離乳食やミルクの状況等は、子どもの
様子を踏まえ、保護者と確認し合いながら進め、写真付きで活動の内容を知らせています。家庭とはクラス便りや連絡帳や送迎時に園
や家庭での様子を伝え合い、成長をともに喜び、共有できるように連携を密にしています。

　延長保育の年間指導計画に基づいて、職員で共通認識をもって保育にあたっています。家庭で過ごす時間も含めた1日を通した保育を
心がけ、必要に応じて午睡時間の配慮や休息等の個別対応をしています。また、生活リズムに配慮した食事、おやつ等の提供をしてい
ます。延長保育を利用している子どもに関しては、夕食や補食の提供を行っています。保育時間が長い子どもたちがゆったりと過ごせ
るように気を配り、スキンシップを十分に取り入れるとともに、家庭的な雰囲気を大切にして、室内でコーナーを作り、好きな遊びを
じっくり遊びこめるようにしています。当番ノート、けがの記録、連絡の会を通じて引き継ぎや園全体での伝達、情報共有を行い、必
要に応じて担任から連絡ができるよう職員間で連携しています。また、その日の健康状態等に合わせて、子どもと一対一でかかわった
り、スキンシップを多く取ったりし、安心して過ごせるようにしています。

　3歳児は、引っ越しゲームなどルールのある遊びを友だちといっしょに遊び、集団活動の中で保育士を介しながら、遊びが広がるよう
にしています。4歳児については、気の合う友だちといっしょに活動できるように活動の日程や環境構成に配慮し、集団の中で自分の力
を発揮できるようにしています。5歳児については、クラス活動の場で友だちと話し合いながら活動に取り組めるようにしています。ま
た、行事に向けた取り組みの中では、いっしょにおみこし作りなどをする中で、友だちの良さに目を向け認め合い、一人ひとりが力を
発揮できるようにしています。毎日のお知らせボードや活動時の写真掲示、クラスだよりや園だよりの配付、連絡アプリの中でのクラ
スフォトや懇談会等で、保護者に子どもの育ちや取り組んできた活動をより知ってもらえるように努めています。また、園児の就学先
には、一人ひとりの育ちや取り組み等を保育所児童保育要録に記録し、引き継いでいます。
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【Ａ11】
Ａ－１－(２)－⑩
　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わりに配慮してい
る。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（３）　健康管理 第三者評価結果

【Ａ12】
Ａ－1－(３)－①
　子どもの健康管理を適切に行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ13】
Ａ－１－(３)－②
　健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

a

＜コメント＞

【Ａ14】
Ａ－１－(３)－③
　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な対応を行ってい
る。

a

＜コメント＞

Ａ-１-（４）　食事 第三者評価結果

【Ａ15】
Ａ－1－(４)－①
　食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

a

＜コメント＞
　給食会議を開催し、保育士と調理担当者の連携を図り、子どもたちが豊かな経験ができるよう情報を共有しています。食育年間計画
を作成し、各クラスの指導計画にも取り入れ、年齢に合った食育活動を行っています。各クラスは落ち着いた空間で食事をとれるよう
にしています。年齢や発達に合った机や椅子、足置きや背あてを使用し、食事に集中できるように配慮しています。箸の長さは、成長
に合った長さを用意しています。苦手な食材やメニューは、量を減らし、「一口食べてみようね」等、保育士が言葉かけをしながら食
べられた時は十分に褒めています。食に関する絵本やシアター等の読み聞かせを行い、子どもたちの食への関心を深めています。5歳児
クラスでは、当番活動の中で今日の献立の紹介、挨拶をしています。保護者には、各クラスの野菜栽培の様子を連絡アプリのクラス
フォトで掲示しています。また、給食サンプルの掲示やレシピの配付等をするなど、園での食に対する取り組みについて理解してもら
えるように努めています。

　厚生労働省の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」と園が作成しているアレルギー対応マニュアルを基に、適切に対応し
ています。アレルギー疾患がある場合には、かかりつけ医による生活管理指導票に基づいて、子どもの状況に応じた適切な対応を実施
し、園での対応方法や配慮事項などについて保護者に説明し、毎月個別献立チェックシートを作成して保護者に確認してもらっていま
す。食事の提供については、テーブルを分けトレイの色を変え、名札を用いて、調理担当者と保育士が声出し確認を行いながらチェッ
クを徹底し、事故防止に努めています。基本的には給食で卵は使わず、調理の工夫で見た目にあまり変わりがないようにしています。
慢性疾患などの場合にも、主治医の指示のもと、適切に対応しています。保護者に対してはアレルギー疾患や慢性疾患のある子どもへ
の対応について、入園のしおりに記載して、入園時に栄養士や園長も含めて面談をして説明しています。子どもに対しても食べ物の交
換をしないことやトレイの色の違いなど、定期的に話をしています。職員は園内研修や職員会議でアレルギー疾患のある子どもへの対
応方法について学び合っています。

　健康診断は、園の嘱託医による内科健診と歯科健診をそれぞれ年2回、全クラスで実施しています。診断結果は、歯科健康審査表など
所定の用紙に記録して、ファイリングし、職員間で共有しています。保護者へは内科健診の結果は連絡アプリで、歯科健診の結果は書
面で伝え、必要に応じて医師と連携して対応しています。保健だよりや連絡アプリの中で、園での健康管理に関する活動内容を保護者
に伝えているほか、感染症の予防策などを記載しています。健診前に保護者から医師への質問を受け付けて、医師からのアドバイスや
回答を保護者にフィードバックしています。嘱託医とは、日ごろから電話での相談や情報交換を行って連携を図っています。健診結果
は計画に反映させています。園では健診の前後には病院ごっこや歯医者さんごっこ等を保育に取り入れて健康の大切さを伝えたり、紙
芝居や模型を用いたりして、歯磨きの大切さを子どもが楽しみながら学べるよう工夫しています。

　園の「健康管理マニュアル」に沿って、子ども一人ひとりの健康状態を把握しています。入園のしおりに健康管理、感染症について
記載し、保護者に周知しています。登園時には視診を行い、子どもの健康状態やけがの有無などを保護者に確認します。降園時には保
護者に園での子どもの様子を伝えています。事故発生報告書、連絡ノートに記載し、保護者に伝達をし、けがに関しては再発防止策を
考え職員間で共有しています。そのほか、「年間保健計画」があります。子どもの既往症や予防接種の状況などは連絡アプリに入力し
て把握しています。保護者には入園説明会でSIDS（乳幼児突然死症候群）について情報を提供したり、SIDSに関するポスターを掲示板
に貼り出したりするなど注意喚起を行っています。職員に対しては毎年配付している「運営計画」に記載し、職員会議等でSIDSに関す
る研修を行い周知しています。0歳児は5分おきに、1歳児は10分おきに呼吸や顔色などを確認し記録しています。

　5歳児クラスでは、年度の後半に就学を見据えた指導計画　期案（期ごとに作成）を作成しています。幼児期の終わりまでに育ってほ
しい10の姿を基に計画をし、就学を意識した保育を進めています。また、小学校訪問やビデオレター等を通して小学校の生活を知る機
会を持ったり、ハンカチやティッシュを持参したりしています。また、小学校に時間割があることをイメージできるようにするなど、
就学への期待が持てるように工夫しています。保護者向けには、事前に就学に向けての横浜市からのパンフレットを渡すほか、就学に
向けた内容をクラスだよりに掲載したり、個別に対応したりし、小学校入学以降の子どもの生活に見通しが持てるようにしています。
幼保小連携研修を通して、意見交換、情報共有をしています。さらに直接、小学校の先生が園に来たり、電話での情報交換もしたりし
ています。入園時からの育ちを年齢ごとに追記し、年長児クラスの担任が保育所児童保育要録にまとめ作成しています。作成前には横
浜市や法人の研修に参加し、保育所児童保育要録の作成について学んでいます。
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【Ａ16】
Ａ－１－(４)－②
　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している。

a

＜コメント＞

Ａ-2　子育て支援

Ａ-２-（１）　家庭と緊密な連携 第三者評価結果

【Ａ17】
Ａ－２－(１)－①
　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

a

＜コメント＞

Ａ-２-（２）　保護者等の支援 第三者評価結果

【Ａ18】
Ａ－２－(２)－①
　保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ19】
Ａ－２－(２)－②
　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

a

＜コメント＞

Ａ-３　保育の質の向上

Ａ-３-（１）保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 第三者評価結果

【Ａ20】
Ａ－３－(１)－①
　保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めて
いる。

a

＜コメント＞
　「運営計画」の冊子には、理念、目標、全体的な計画、指導計画、実践、反省・評価の関係が記載されています。職員はこれを踏ま
え、指導計画の作成、実践、振り返り、計画の見直しをして、保育実践に取り組んでいます。指導計画は、目標とねらいに照らして、
職員は「反省・評価」を行い、これを基に次の計画につなげています。保育の振り返りは、子どもの活動や結果だけではなく、子ども
の育ちや意欲、取り組む過程に重点を置いて取り組んでいます。職員、非常勤職員は、年に1回自己評価を行い、保育会議や準職員会
議、クラス会議などで話し合い、意識の向上に努めています。園長との面談で自分の課題について話し合い、確認をしたうえで、次年
度の保育の質の向上につなげています。さらに、園では職員自己評価に基づいて園の自己評価を作成し、年度末に連絡アプリで公表
し、保護者と共有するよう取り組んでいます。

　職員は、登園時や保育中に子どもの心身の状態や言動などを観察し、保護者とのやり取りを通じて家庭での様子の把握に努め、虐待
など子どもの人権侵害の兆候を見逃さないようにしています。不自然なあざや傷などを発見した場合や子どもの言動などから気になる
ことがあった場合には、主任、園長に速やかに相談し、関係機関と対応する体制があります。虐待など権利侵害となる恐れがある場合
には、職員間に周知して対応方法を協議し、保護者に声かけを行うなど、園全体で様子を見守る体制があります。虐待に関するマニュ
アルは、法人作成の「虐待防止マニュアル」があり、虐待の定義や早期発見のポイント、発見時の対応方法、通報先などが記載されて
います。職員に対しては適切な対応を行えるよう、保育会議や職員会議で、マニュアルの読み合わせを行っています。必要に応じて戸
塚区こども家庭支援課や横浜市南部児童相談所などの関係機関と連携を図り、対応策を検討しています。

　園では保護者との日々のコミュニケーションを大切にし、送迎時には挨拶に加え一声かけるようにしています。日ごろから気軽に相
談できる雰囲気づくりをして、保護者の気持ちに寄り添って対応することを心がけ、信頼関係を築けるよう努めています。個別に相談
を受ける際は、必要に応じて部屋を用意し、保護者の都合に合わせて日時を設定して対応しています。必要に応じ、園長や主任が同席
することもあります。送迎時や連絡帳を通じて、保護者の悩みごとや困っていることなどを把握し、声かけを行ったり、保護者の思い
を傾聴したりするなどしています。保育士は、保護者の負担になるようなアドバイスはしないように心がけています。保護者から相談
を受け付けた保育士に園長や主任がアドバイスを行うなど、保護者に対する適切な対応を行えるようにしています。受け付けた相談内
容は、保育日誌や個別の面談記録に記録し、継続的に支援できるようにしています。

　登園時に保育士が保護者から家庭の様子を聞き、降園時に園でのその日の様子、トピックスなど口頭で伝えています。0～2歳児クラ
スは毎日連絡帳を活用し、日々の様子、活動内容、家庭での様子を保護者とやり取りしています。3歳児以上は毎日の活動報告にクラス
フォト写真を添付して、日々の様子を伝えています。また、必要に応じ、連絡アプリの個別メッセージで保護者とやり取りしていま
す。保育方針や生活、活動内容等は、入園説明会で説明するとともに個人面談を行い、相互理解を図っています。園目標や重点目標は
年度初めの園だより、クラス目標は懇談会やクラスだより、掲示で伝えています。保護者が参加しての園行事、保育参加、保育参観な
ど、子どもの成長を共有できる機会となっています。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でWebでの保育参加を実施しました。
園だよりや連絡アプリを通じて保護者と情報共有できるように努めています。

　朝の受け入れ時に保護者からの依頼があれば牛乳をお茶にするなど、子どもの体調に配慮したり、担任が子どもの好き嫌いや食の進
み具合などを把握したりして、食事の時に子どもたちに声をかけるようにしています。コロナ禍で回数は減っていますが、栄養士が食
事中の子どもの様子を見に行って、子どもの残食や喫食状況を把握しています。月1度の給食会議では、担任からクラスの子どもたちの
喫食状況や食材の形状、口触り、味付けなどについての報告があり、それを踏まえて献立に生かしています。また、子どもによっては
麺の長さを調整して提供するなど、必要に応じて子どもが食べやすいように個別の対応をしています。献立はできるだけ旬の食材を使
用し、日本の郷土料理を取り入れたり、季節に見合った行事食を提供したりするなどして、見た目も楽しい食事を提供しています。衛
生管理マニュアルに沿って、調理室、保育室の衛生管理が適切に行われ、清潔が保たれています。
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名瀬いちい保育園

■園の理念・方針について

■入園時の状況について

■利用者を尊重する姿勢について

44

90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問7．職員は、子どもの気持ちを大切にし
ながら対応してくれていると思いますか

40 4 0 0 0

44

88.6% 6.8% 0.0% 4.5% 0.0% 100.0%

問6．あなたや子どものプライバシー（見られた
くない、聞かれたくない、知られたくないと思うこ
と）を職員は守ってくれていますか

39 3 0 2 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

44

81.8% 9.1% 4.5% 4.5% 0.0% 100.0%

問5．園で収集した個人情報の取り扱いに
ついて、説明はありましたか

36 4 2 2 0

44

79.5% 0.0% 4.5% 11.4% 4.5% 100.0%

問4．入園時の面接などで、子どもの様子
や生育歴などを聞いてくれましたか

35 0 2 5 2

44

90.9% 4.5% 0.0% 2.3% 2.3% 100.0%

問3．入園前の見学や説明など、園からの
情報提供はありましたか

40 2 0 1 1

44

86.4% 11.4% 0.0% 2.3% 0.0% 100.0%

問2．年間の保育や行事について、説明が
ありましたか

38 5 0 1 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

44

63.6% 34.1% 2.3% 0.0% 0.0% 100.0%

問1．園運営の基本的な考え方（理念・方
針）をご存じですか

28 15 1 0 0

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が37人（84.1%）、「どちらかといえば満足」が6人
（13.6%）で合計43人（97.7%）でした。

　自由意見には、「いつもきめ細かい対応で、子どもたちの保育をしてくださり、ありがとうございま
す」「経営層をはじめ、先生方の対応がとても良いです」「職員がいつも穏やかで明るいです。連絡も細
やかです」「子どもの情報が共有されていて安心できます。些細なことでも経営層が知っています」「成
長を感じるエピソードを教えてくださったり、的確なアドバイスをくださったり、安心してお願いするこ
とができ、感謝しかないです」「園庭・ホールがあり、のびのびと遊べます」「工作遊びが多く、手先を
使う機会が多いです」「清掃が行き届いていて清潔です」「連絡帳がアプリで便利です」など、園への信
頼と感謝を寄せる声が多く見られました
　項目別に見ますと、「問12．献立表やサンプル表示などで、毎日の給食の内容が分かるようになって
いますか」で100.0%、「問13．提供される食事・おやつは、子どもの状況に配慮し、工夫されたもの
になっていますか」「問14．園内は清潔で整理、整頓され、子どもが心地よく過ごすことのできる空間
になっていますか」他1項目で97.7%の保護者が「はい」と回答し、とても満足度が高い様子が読み取れ
ます。

結果の詳細

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

　福祉サービス第三者評価 利用者調査結果

結果の特徴

71 回収率：有効回答数： 44 62.0%

実施方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より郵送

調査対象世帯数：

実施期間：2022年 9月 27日  ～  2022年 10月 11日
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■日ごろの保育内容について

■園の快適さ・安全対策について

■園と保護者との連携・交流について

44

84.1% 4.5% 0.0% 9.1% 2.3% 100.0%

問22．開所時間内であれば、急な残業や
不定期な業務に対して柔軟に対応してくれ
ていますか

37 2 0 4 1

44

90.9% 6.8% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問21．子どもに関する悩みや不安などに
ついて、気軽に相談しやすいですか

40 3 0 0 1

44

84.1% 13.6% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問20．送り迎えの際、子どもの様子に関す
る情報のやり取りは十分ですか

37 6 0 0 1

44

93.2% 4.5% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問19．保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会はありますか

41 2 0 0 1

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

44

93.2% 4.5% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問18．園には、災害発生時などを想定した
緊急時の連絡体制はありますか

41 2 0 0 1

44

97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問17．感染症の発生状況や注意事項など
の情報を伝えてくれていますか

43 0 0 0 1

44

88.6% 9.1% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問16．安全対策が十分とられていると思い
ますか（事故防止、不審者対応、緊急時の
対応など）

39 4 0 0 1

44

90.9% 4.5% 2.3% 0.0% 2.3% 100.0%

問15．保育中の発熱やけがなど、子どもの体
調変化への対応（処置・連絡など）は、十分さ
れていると思いますか

40 2 1 0 1

44

97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問14．園内は清潔で整理、整頓され、子ど
もが心地よく過ごすことのできる空間に
なっていますか

43 0 0 0 1

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計

44

97.7% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 100.0%

問13．提供される食事・おやつは、子ども
の状況に配慮し、工夫されたものになって
いますか

43 0 1 0 0

44

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問12．献立表やサンプル表示などで、毎日
の給食の内容が分かるようになっていま
すか

44 0 0 0 0

44

93.2% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問11．基本的生活習慣（衣服の着脱・排泄な
ど）の自立に向けて、園は家庭と協力しながら
子どもの成長に合わせて取り組んでいますか

41 3 0 0 0

44

93.2% 4.5% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

問10．昼寝や休息は、子どもの状況に応じ
た対応がされていますか

41 2 0 0 1

44

84.1% 13.6% 2.3% 0.0% 0.0% 100.0%

問9．戸外遊びや行事などにより、子ども
が自然や地域と関わる機会は十分確保さ
れていますか

37 6 1 0 0

44

95.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

問8．子どもの発達に合わせた豊かな感性
を育む活動・遊びが行われていると思いま
すか

42 2 0 0 0

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計
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■不満・要望への対応

■総合的な満足度

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答 合計

44

70.5% 20.5% 4.5% 2.3% 2.3% 100.0%

44

84.1% 13.6% 0.0% 0.0% 2.3% 100.0%

園を総合的に評価すると、どの程度満足し
ていますか

37 6 0 0 1

問25．要望や不満があったときに、職員以外の
人（役所や第三者委員など）にも相談できるこ
とを、園はわかりやすく伝えてくれていますか

31 9 2 1 1

44

79.5% 13.6% 0.0% 4.5% 2.3% 100.0%

問24．園は、保護者の要望や不満などに、
きちんと対応してくれていますか

35 6 0 2 1

44

72.7% 18.2% 4.5% 2.3% 2.3% 100.0%

問23．園長や職員に対して日ごろ不満に
思ったことや要望は伝えやすいですか

32 8 2 1 1

はい
どちらとも
いえない

いいえ 非該当 無回答 合計


